
 

 

 

地域公共交通に対する地方公共団体による新型コロナウイルス感染症 

関連の支援事例 （令和４年５月９日時点） 
 
  
〇 地方運輸局等では地方公共団体による約 4,000 事業について把握。 

 

〇 このうち、臨時交付金を活用しているものは約９割の約 3,500 事業。 

    

※前回配信時（令和３年 11 月 15 日時点）では、約 3,600 事業（うち臨時交付金を

活用したもの約 3,200 事業）を把握していたところ。 

 

〇 令和４年５月９日締切分（４月１日～５月９日提出分）としては、約 170 事業を把

握。 

 

〇 新たに把握した主な支援例は、以下のとおり。 

 

 

「感染症防止対策」 

 マスクや飛沫シート、消毒等の必要設備に関する経費を支援する他、３密対策に関連

し、増便経費、指定したタクシー利用に関する助成などがある。 

 

 

・高知県南国市 

新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が悪化し、バス事業又はタクシ

ー事業の継続が困難となった事業者に対して、事業の継続及び感染防止対策の促進

を目的として実施 

 

（対象事業者・補助額） 

・法人タクシー、介護タクシー 10 万円／台 

・貸切バス          20 万円／台 

（予算額） 11,600 千円 

  



 

 

 

 

「運行支援」 

交通事業者への「運行支援」について、支給される支援額の算定方法別では、事業

者に対する一律給付、事業規模（車両数、運行系統数等）等がある。 

併せて、新型コロナウイルス感染症の影響により経営の厳しい事業者に対して、燃

料価格上昇分を含む燃料費に対する支援も実施している。 

 

・秋田県由利本荘市 

タクシーを利用する乗客に対して初乗り運賃 500 円分を割り引くため、市内に本

社または営業所を有するタクシー事業所に対して割引券を配布し、割引分を補助 

 

（割引額）500 円 

（補助率）10/10 

 

・茨城県土浦市 

長期化する新型コロナウイルス感染症の影響を受け、利用者が減少するなかでも

市民の重要な移動手段である公共交通等の運行継続に努めている事業者に対し、補

助金交付でその事業継続を支援 

 

（対象事業者）市内に本社（乗合バス事業者は支店も可）を置く交通関連事業者 

（補助額）事業用自動車の保有台数に応じて補助金を交付 

・乗合バス事業者…１台につき 75 千円 

・貸切バス事業者…１台につき 50 千円 

・タクシー、乗合タクシー事業者…１台につき 25 千円 

・運転代行事業者…１台につき 20 千円 

（事業費）20,565 千円  

 

・鹿児島県南種子町 

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化するなか、航路・航空路の交通事業者

を取り巻く環境が引き続き非常に厳しい状況にあることに加えて、昨秋からの急激

な原油価格高騰も重なり、更なる影響が懸念されることから、支援金を交付 

 

（補助対象者）種子島・鹿児島間を運行する航路・航空路事業者 

       ※令和４年４月１日時点 

（支援額）１対象事業者につき 200 万円 

 

  



 

 

 
 

「MaaS 等の新たな地域交通体系整備」 

新しい生活様式に対応した公共交通の利用環境構築に対する支援などがある。 

 

・岐阜県 

新モビリティサービス（ＭａａＳ、ＡＩによるオンデマンド交通）の導入に向け

て、市町村が事業の成立性や費用対効果等の実証を行うことを目的として取り組む

事業に対して支援 

 

（補助率）県 1/2 

 

・島根県大田市 

利用者の利便性向上と感染症拡大防止対策として市内路線バス事業者が実施す

る非接触型ＩＣカードシステム導入を支援 

 

（対象事業者）市内路線バス事業者 

（補助率）事業費の 1/3 以内 

（予算総額）19,948 千円 

 

 

「その他」 

 上記の他、ワクチン接種に係る移動支援、利用促進、設備投資なども支援。 

 

・北海道七飯町 

七飯町内の地域公共交通事業者等が所有する営業車両に、七飯町内への観光誘客

促進を目的とした広告ステッカーを掲載し、当該営業車両を保有する公共交通事業

者に対して七飯町から支援金を交付 

 

（広告料）営業車両１台につき１ヶ月 2,200 円 

（広告掲載期間）令和４年５月１日から令和５年３月 31 日まで 

（掲載ステッカー枚数）営業車両１台につき１枚 

（事業予定額）4,163 千円 

 

・大阪府河内長野市 

６５歳以上の高齢者の新型コロナウイルスワクチンの接種にあたり、バス・タク

シー共通乗車券を交付（ワクチンの接種券の送付に併せ、乗車券を同封）し、医療

機関までの公共交通による移動手段を確保 

 

 （補助内容） 

・バス利用の場合 １枚利用につき、１乗車無料 

・タクシー利用の場合 １枚利用につき、初乗り運賃分を割引 


